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「法人の森林」を活用した企業のＣＳＲ活動の支援
も り

近年、地球温暖化防止等の環境問題などを背景として、企業の社会的責任（ＣＳＲ）に

対する関心が高まっています。

このような中、企業のＣＳＲ活動の一環として、森林の整備や保全活動を通じて社会貢

献活動を展開したいとする企業の潜在的ニーズに応えるため、「法人の森林」制度を活用
も り

し、国有林のフィールドにおける「企業の森林づくり」への参加を積極的に支援します。

◆法人の森林とは
も り

企業の皆様と国が共に森林を造成・育成し、伐採後の収益を一定の割合（契約者７

：国３）で分け合う制度で、以下の「分収育林」と「分収造林」の２つがあります。

問い合わせ先

近畿中国森林管理局

国有林野管理課

担当：鶴田

TEL 050-3160-6789

【法人の森林を活用した森林整備】


